
 

 

 

 

 

第 9期三田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(案)に対する 

パブリックコメントの実施結果について 

 

１ 実施概要及び結果 

(1) 実施期間   

令和５年１２月１８日（月）～令和６年１月１７日（水） 

(2) 募集周知 

広報誌令和５年１２月号、６年１月号及びホームページへ掲載 

(3) 閲覧方法 

① 市ホームページでの閲覧 

② 市役所（本庁舎１階市民情報ひろば、本庁舎１階介護保険課、本庁舎４階いき

いき高齢者支援課）、まちづくり協働センター、各市民センター及び総合福祉保

健センターでの閲覧 

(4) 意見の提出方法 

① 電子申請フォーム（Logoフォーム） 

② 意見書（任意の様式）に住所、氏名、電話番号等を記入し、郵送、ＦＡＸ、電子

メール、窓口（本庁舎１階介護保険課、又は４階いきいき高齢者支援課）への

持参のいずれかで提出。 

(5) 意見件数 

６件（３名） 

 

２ 意見の概要と市の考え方 

 

【計画案を修正するもの】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・なし 

 

【提案として、計画推進の参考とするもの】・・・・・・・・・・６件 

(1) 第４章 施策の展開の基本目標Ⅰについての意見・・・・・・・２件（No1,No2） 

(2) 第４章 施策の展開の基本目標Ⅱについての意見・・・・・・・１件（No3） 

(3) 第４章 施策の展開の基本目標Ⅲについての意見・・・・・・・１件（No4） 

(4) 第４章 施策の展開の基本目標Ⅳについての意見・・・・・・・１件（No5） 

(5) その他の意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１件（No6） 

 



 

 

【計画案を修正するもの】なし 

 

【提案として、計画推進の参考とするもの】 

No. 頁 意見 市の考え方と対応 

１ 

84 

～ 

93 

生きがいについて 

現在、保健センターでグループに

て定期的に、いきいき（百歳）体操

等の活動を行っており、その際 PC

で動画を使っているが、プロジェク

タ等の設備が十分に借用できないこ

とがあるので、もっと設備の充実を

図って欲しい。 

・プロジェクタ、モニタ（50 インチ

以上が良いのでは？）  

・USB・TypeC―HDMI ケーブル、 

・PC またはタブレット 等 

本計画では基本目標として「生涯現役

で過ごすことができるまちづくり」を設

定し、「高齢者のいきがいづくり」「介護

予防を充実」に取組むこととしており、

「いきいき百歳体操」については、介護

予防に効果が認められることから地域住

民が主体的に取り組むことができるよう

グループ立上げや継続のための支援とし

ていきいき百歳体操サポーターやリハビ

リ専門職の派遣等を行っています。 

こうした市民活動に必要な機器や会場

の確保については、各グループでご準備

いただくことを原則としていますが、総

合福祉保健センターや各市民センターな

どの貸館ご利用時には、各施設備え付け

の貸出用機器をご利用いただくことも可

能となっています。 

ご意見をいただきました総合福祉保健

センターの貸出用機器であるプロジェク

ター等の充実につきましては、機器の利

用状況や予算に応じて対応することとな

り、現在のところご要望への対応は困難

な状況でありますが、今後の参考とさせ

ていただき、総合福祉保健センターの指

定管理者である三田市社会福祉協議会と

も情報共有してまいりますのでご理解を

お願いいたします。 

２ 

84 

～ 

93 

生きがいについて 

健康維持、仲間作り、やりがいが

もてる体操などのスポーツ、花だん

手入れなどで街を華やかにする手伝

いなどへの参加をうながしたり、そ

ういう団体への活動補助もあるとよ

いのでは。 

市では高齢者の健康維持や仲間づく

り、スポーツへの参加を促す取組みとし

て「いきいき百歳体操」「健康運動教

室」、認知症や生活習慣病予防のための

「コグニケア」、高齢者が気軽に取り組め

るシニアスポーツスクールの実施や、公

園、公共施設等の緑化推進活動に取組ん

でいただける地域団体、市民ボランティ



 

 

ア等の団体に花苗を配布するまちなか花

ざかり事業などを実施しています。 

また、活動団体への活動補助として

は、各地域のまちづくり協議会やふれあ

い活動推進協議会、老人クラブ等への補

助を行っているところです。 

本計画においても「高齢者のいきがい

づくり」を重要な施策と位置付け、生涯

学習、文化活動、スポーツ・レクリエー

ション活動等の様々な活動を通じて仲間

とのつながりや生きがいを持ち、高齢期

を健康でいきいきと暮らし続けられるよ

う取り組みを展開することとしておりま

す。 

今後も高齢者の皆さまが、いきがいを

持って生涯現役で過ごすことができるよ

う、活躍の機会・仲間づくりなど、高齢

者の皆さまの社会参加を促進する様々な

支援を行ってまいりますとともに、必要

な情報が適切に届けられるよう、魅力あ

る情報の収集や発信にも工夫をしてまい

ります。 

３ 

95 

～

109 

高齢者の相談窓口について 

・小さな困り事でも電話などで相談

できたら安心できると思う。 

・介護をする、受ける時にどんなサ

ポートがあるのか教えてもらえる場

所がどこにあるかなど、市民に周知

できればありがたい。 

市では地域の身近な安心拠点、高齢者

総合相談窓口として市内 6カ所に地域包

括支援センターを設置し、窓口･電話･訪

問等により高齢者の様々な相談支援に取

り組んでいます。 

その役割や連絡先等については、市ホ

ームぺージや広報さんだ、高齢者福祉に

関するガイドブック・リーフレット等で

お知らせしていますが、令和５年２月に

６５歳以上の市民を対象に実施したアン

ケート調査では、同センターを「知って

いる」または「利用している（いた）」と

答えた人は約６割にとどまっており、更

なる周知が必要と考えています。 

こうした状況を踏まえ、同センターに

ついて分かりやすくお知らせする工夫や

手段を講じるとともに、引き続き、訪問

活動や市民の皆さまを対象とした講座、



 

 

研修会、イベントなど様々な機会を活用

して、幅広く効果的に同センターの周知

に取り組んでまいります。 

４ 

110 

～ 

111 

地域福祉活動について 

 現在、地域活動の一環として、「す

ずかけサポート」がある。但し、現

在実施している活動としては、（①普

段のゴミ出し②資源のゴミ出し③庭

の草ムシリ）対応スタッフ 10数名 

 本来であれば、法的規制が無けれ

ば、（①買物支援（同行）、②病院へ

の通院）保険を含めた規制緩和、③

大型ゴミ→クリーンセンター持込支

援 

※地域団体を「業者扱い」としてい

るのを見直して欲しい。 

現在、三田市では、人と人、人と社会

がつながり、一人ひとりが生きがいや役

割を持ち、助け合いながら暮らしていく

ことができる「地域共生社会」を基盤と

した地域包括ケアシステムの構築を進め

ております。   

その推進において、日常生活における

身近な困りごとに対して、地域住民が主

体となって支援活動することは、住み慣

れた地域で自分らしい暮らしを続けるう

えで大切なことであると考えています。 

ご意見にもありますとおり、各地域で

はそれぞれの状況に応じて様々な活動に

取り組んでいただいていますが、法的な

規制等により支援活動が制限されること

もあるのが実情であると考えています。 

こうした状況を踏まえて、今後も地域

住民による支援活動が積極的に行えるよ

うに、まちづくりを担う庁内の他部署と

の連携や情報共有に努めながら、法令の

範囲内で可能となる対応や支援ができる

よう取り組んでまいりたいと考えていま

すのでご理解をお願いいたします。 

５ 

114 

～ 

116 

バス・公共交通について 

ノンステップバスの導入について

は書かれており、それは大切な取り

組みではあると思われるが、多人口

地域への取組である。一方で、少人

口地域での取組には言及されておら

ず、バス利用者も少ないこともあ

り、バス減便が進んでいる。これか

らの高齢社会で より重要なことは、

バス・公共交通の便宜を確保するこ

とであると考えられる。ノンステッ

プバスが増えても、便数が減り移動

手段が減る方が生活への影響は大き

い。民間会社におまかせではなく、

ご指摘のとおり、高齢化の進展に伴い

公共交通の必要性はこれまで以上に高ま

ってまいります。既存の公共交通に対し

ては運行維持が必要な路線への支援や設

備等更新への支援等により、確保・維持

を図っているところです。 

また、公共交通事業者への直接的な支

援に留まらず、バスや鉄道利用を下支え

する取組として、交通不便地では「おで

かけサポート事業」の導入を進めている

ところです。 

今後も、地域の特性に応じた移動手段

の確保について、これまで以上に多様な

主体と連携を図りながら積極的に進めて



 

 

市役所として積極的に援助、働きか

けをお願いする。 三田駅から新三田

駅、ニュータウン地域にかけて色々

な設備が造られても、駅前に来る こ

とが困難であれば、本末転倒であ

る。 

まいりたいと考えています。 

 

６ 

 計画案全般について 

膨大な計画案、ご苦労様です。ど

ちらかといえば、有識者あるいは一

部の関連する方々を対象とする素案

の感がないでもない。「市民意見を募

集」とは謳われているので、もっと

理解し易い表現に努めて頂きたいと

思う。読み方により、どの様にも拡

張して理解できるようにとの配慮か

も知れないが、まずは理解し易い様

に配慮をお願いしたい。 

本計画の基本理念である「みんなが共

に輝き、安心して生活ができるまち・三

田」を実現していくためには、市民の皆

さまに、本計画の内容をご理解いただ

き、目指すまちづくりを共有しながら、

市民の皆さまとともに取り組んでいくこ

とが大切です。 

そのためには、ご意見のとおり、分か

りやすく理解しやすい表現や配慮に努め

ることは、大変重要なことであると考え

ますので、今後の参考とさせていただき

ます。 

なお、本計画の概要版の作成にあたっ

ては、計画の要点や全体像が理解しやす

くなるように努めるとともに、周知や啓

発等においても必要な配慮を心がけてま

いりますのでご理解をお願いいたしま

す。 

 

 


